




⑤第４回みえ県民意識調査の結果について、専門家の助言も得ながら詳細な分析を行い、分析結果を

平成 28 年３月にとりまとめ、「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」や「三重県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」策定の際の資料等として活用しました。平成 27 年 11 月から 12月にかけて実施

し、平成 28 年３月に結果を公表した第５回みえ県民意識調査についても、翌年度の三重県経営方針

の策定や当初予算編成に向けて、さらに詳細な分析を進めていく必要があります。

⑥職員の政策形成能力の向上等を図るため、部局等の推薦を受けた職員などで構成する政策創造員会

議において、調査・研究活動を実施しました。今年度は若手・中堅職員養成塾を５回開催し、政策

創造員をはじめとする若手・中堅職員の視野を広げるきっかけを提供するとともに、調査・研究活

動では、新たに取り入れた研究テーマに関するディベートセッションを通じて、問題・課題を多面

的にとらえながら研究を進め、中長期的課題に関する提案を行いました。引き続き、職員の政策形

成能力の向上等に一層つながるよう、支援していく必要があります。

⑦個人番号の通知や利用が開始されたマイナンバー（社会保障・税番号）制度について、関係条例の

制定・改正やシステム整備を行うなど県としての導入準備を進めるとともに、事業者向け説明会の

開催や一般向け出前トークの実施など、周知・広報に努めました。今後も、個人情報保護等に配慮

しつつ、県民の皆さんが安心して活用していただけるよう的確に運用していくとともに、平成 29年

７月の制度の本格実施に向け、引き続き導入準備を進めていく必要があります。

⑧戦後 70周年を迎える節目の年に、未来を担う若い世代をはじめとする多くの皆さんに、改めて平和

の尊さと大切さについて考えていただく機会として、全国戦没者追悼式への子ども代表団の派遣や

「平和の集い」を開催するとともに、戦争体験者の貴重な体験談等を記録として保存するほか、三

重県総合博物館での展示を行うなど、戦争の悲惨さと平和への想いを次世代につなぐための取組を

関係部局と連携して実施しました。これらの取組の成果を活用しながら、今後も引き続き各部局等

とも連携し、平和の尊さや大切さを次世代に語り継いでいくための取組を進める必要があります。

⑨県境を越えて取り組むべき広域的な課題の解決に向けて、全国知事会や他府県等と情報共有・意見

交換を行うとともに、「地方創生の推進」、「『地方目線』の少子化対策」等について国に提言・要望を

行いました。また、伊勢志摩サミット開催に向けた支援を要望したところ、平成 27年度補正予算で

財政措置が講じられました。今後も引き続き、全国知事会等と連携し、県単独での解決が難しい課

題に対して、より効率的、効果的に対応していくとともに、国等に対して地域の実情に応じた提言・

要望を行っていく必要があります。

⑩地域の皆さんと大学生等が地域の課題について意見交換等を行う「学生」×「地域」カフェ（交流

フォーラム）では、課題等を抱える地域から 18 テーマの応募があり、うち 12 テーマで地域活動を

実施しました。また、高等教育機関と地域との連携の仕組みづくりのため、「学生×地域活動サポー

ト情報局」を平成 27 年 11 月 30 日に開設しました。今後は、サポート情報局の利用促進に向けて、

県内高等教育機関のボランティアセンター等と連携しながら、学生や地域活動団体等への浸透を図

る必要があります。

⑪学生確保、学生の県内への定着、地域貢献に取り組む個々の県内高等教育機関を支援するため、「高

等教育機関魅力向上支援補助金」を創設し、6 機関の事業提案を採択しました。また、若者の県内

定着を促進するため、県内全高等教育機関と県が連携して組織する「高等教育コンソーシアムみえ」

を平成 28 年３月 29 日に創設しました。この他、三重県での暮らしやしごと、県内高等教育機関で

の学びの魅力を伝える冊子を作成し、県内の全高校２年生等に配付しました。コンソーシアムにつ

いては、今後教育プログラムの開発や県内就職支援等の取組を着実に推進するとともに、収入の確

保を含めた運営基盤の確立に取り組む必要があります。

⑫若者の県内定着を促進するため、条件不利地域への居住等を条件に、大学生等の奨学金の返還額の

一部を助成する制度の創設に向けた準備を進めました。今後は、秋頃の公募に向け、対象地域の指

定等、詳細な制度設計を行う必要があります。
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⑬人づくり政策の総合調整を行う体制を整備するとともに、知事と教育委員会が協議を行う「総合教

育会議」を開催し、平成 31 年度末までの三重の教育の基本的な方針を示す「三重県教育施策大綱」

を策定しました。

【第二次行動計画の関連する取組】 

  施策２２７：地域と若者の未来を拓く高等教育機関の充実 

  行政運営１：「みえ県民力ビジョン」の推進 
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⑧管理職員にかかる勤務評価制度及び今年度本格実施した一般職員を対象とした「県職員育成支援のため

の人事評価制度」の適切かつ円滑な運用に努めました。今後も引き続き、適切かつ円滑に運用していく

必要があります。

⑨メンタルヘルス対策について、サポートシステムによる復職支援やメンタルヘルス不調者への相談業務

のほか、職員のセルフケアへの支援事業や管理監督者への研修を実施しました。今後も引き続き、メン

タルヘルス不調の予防や復職支援に取り組んでいく必要があります。また、定期健康診断の健診結果を

もとに就労上の配慮や必要な保健指導を実施していますが、肥満度と脂質において３人に１人が有所見

という結果であるため、肥満度と脂質に関する健康課題に対応していく必要があります。

（防災対策部） 

⑩新規採用者研修、新任班長等研修、新任所属長研修、危機管理リーダー研修、危機管理推進者等研修を

実施し、職員の危機管理意識の徹底を図るとともに、危機への的確な対応ができる人材の育成に取り組

みました。また、職員が日常業務の中で気づいたリスクやヒヤリハットを危機に発展させないための未

然防止対策について話し合う「危機管理意識向上研修」を各所属で実施することで、危機意識の向上を

図っていますが、不適切な事務処理事案が発生しています。このため、チェック機能のさらなる充実を

通じて、事務処理ミスなどの防止に全庁を挙げて取り組む必要があります。

【第二次行動計画の関連する取組】 

  行政運営２：行財政改革の推進による県行政の自立運営 
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⑤県税に係る収入未済額の縮減、徴収率の向上等の平成27年度目標の達成に向け、県税事務所の徴収ノウ

ハウの引き上げと全所への水平展開等の取組等を実施した結果、平成28年５月末時点で県税に係る収入

未済額の縮減及び徴収率は、前年度を上回るペースとなっています。また、コンビニ納付並びにクレジ

ットカード納税の利用件数が増加し、自動車税の納期内納付率は件数ベースで81.6%、税額ベースで

80.5%と過去最高となっています。

⑥個人住民税の特別徴収促進取組については、平成26年度から実施している特別徴収義務者の指定の

徹底により、給与所得者に占める特別徴収割合が87.9％（全国２位）となり、個人県民税の現年度

徴収率は平成26年度同時期の実績よりも高い水準で推移しています。

⑦総務部が所管する庁舎について、「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づき、建物・設備の点検・

修繕履歴等を蓄積するとともに、予防保全の観点から修繕等を実施しました。また、基本方針に基づく

個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として、「本庁舎及び地域総合庁舎個別施設計画」を策

定するとともに、各部局と情報共有を行いました。今後は、この計画に基づき、メンテナンスサイクル

を実施し、庁舎の的確な保全に取り組んでいきます。

【第二次行動計画の関連する取組】 

  行政運営３：行財政改革の推進による県財政の的確な運営 
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⑤県民の皆さんの意見や提案を県政運営に生かすため、「県民の声相談」「ＩＴ広聴事業」「みえ出前ト

ーク」等の広聴活動を実施しています。今後、さらに県民の意見や提案を幅広く受信し、県政に活

かせるよう取り組むため、既存の広聴ツールの有効活用や新たな広聴手法の検討など、政策議論や

事業評価にもつながる広聴活動に取り組む必要があります。

⑥県ウェブシステムはシステム環境の老朽化・複雑化により、利用者の利便性の低下など多くの問題

点・課題を抱えていたことから、平成 26 年度からシステムの再構築に着手し、データ移行など、各

部局との調整を行いながら、平成 28 年 4月よりシステムをリニューアルしました。今後、より「質」

の高い情報発信が実現できるよう、各部局と連携して、ウェブにおける情報発信の効果的な業務プ

ロセスの確立に努める必要があります。

⑦国勢調査等の５年周期調査、学校基本調査等の毎年調査、労働力調査、毎月勤労統計調査、人口推

計調査等の毎月調査等に取り組み、迅速かつ正確なデータ収集、精査、集計等を着実に実施しまし

た。今後とも各種調査を着実に実施していく必要があります。

⑧主要経済指標等の最新の統計情報をインターネット（「みえ DataBox」）で提供し、「統計でみる三重

のすがた」や「三重県統計書」、「三重県勢要覧」を作成、刊行しました。平成 26 年度に引き続き「三

重県民手帳」を発行しましたが、複数の誤植等が発生したため、チェック体制の改善を図る必要が

あります。また、統計グラフ三重県コンクールにより、小学生以上の幅広い世代に、統計グラフで

楽しみながら学ぶ機会を設けました。今後とも県民の皆さんが統計を身近なものと感じることで、

統計調査への協力と統計情報の利活用の推進を図っていく必要があります。

⑨情報公開事務に関する研修（24 回、674 人受講）及び個人情報保護に関する研修（24 回、1,386 人

受講）を開催するとともに、「開示請求事務の手引」と「個人情報保護ハンドブック」を改訂し、

情報公開・個人情報保護制度の的確な運用のための支援を実施しました。引き続き、情報公開・個

人情報保護制度研修を充実させ、職員の一層の意識の向上・醸成を図り、制度の適正な運用に努め

ていく必要があります。

⑩「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、実施機関

が行った特定個人情報保護評価のうち、全項目評価に対する第三者点検を 4～6月に三重県個人情報

保護審査会で実施したほか、7 月には、現行の三重県個人情報保護条例に、特定個人情報の保護に

関する規定を新たに追加する条例改正を実施しました。引き続き、実施機関による「特定個人情報

保護評価」の的確な実施を推進するとともに、適正な取扱い等を周知徹底していく必要があります。

【第二次行動計画の関連する取組】 

  行政運営５：広聴広報の充実 
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④県情報ネットワークについては、業務に大きな支障を与える障害の発生はなく、安定運用ができま

した。また、平成 26 年度末に再構築をした新しい総合文書管理システムについては、文書主任者

をはじめとして利用者別研修や利用者への丁寧な説明を行った結果、円滑に導入することができま

した。引き続き、県情報ネットワーク及び総合文書管理システムの安定運用に努める必要がありま

す。

⑤市町の情報化の推進について、マイナンバー制度への対応等にかかる情報提供、三重県市町村振興

協会の外部専門家支援事業等への支援を実施しました。自治体クラウドの導入については、市町と

検討してきましたが、共同調達に取り組むメリットが少ないことから、現在取り組む市町はありま

せん。引き続き、国の動向等に注視し、市町へ情報提供を行います。また、オープンデータについ

ては、平成 27年 2 月に三重県オープンデータライブラリを開設し、現在 32 データセットを公開し

ています。引き続き、県有データのオープンデータ化を庁内に働きかけ、公開を進めていきます。 

⑥携帯電話の不通話地域解消については、市町の要望に基づき現地調査等を実施し、携帯電話事業者

へ要望活動を行いました。携帯電話のエリア整備が進んだ結果、残っているのは整備困難な地域だ

けで、平成 27 年度の整備実績はありませんでした。残された不通話地域を解消するため、今後も

市町や国と連携し、携帯電話事業者へ粘り強く整備を働きかけます。

⑦ＩＴ投資の適正化を進めるため、ＣＩＯ補佐業務*を外部専門事業者に委託し、予算要求前及び契

約前審査を実施するとともに、４つの大規模システムと５つの中小システムを選定してシステム評

価*を実施しました。また、システム評価*制度については、４年間の成果と課題を踏まえ、より効

果的・効率的に、かつより実態に即した評価が行えるように、平成 28年度に評価項目や評価基準、

チェックシート等の見直しを行う必要があります。

⑧全庁の情報システムの最適化を図るため、共通機能基盤の全庁的な利用促進に努めました。引き続

き、共通機能基盤のさらなる利用促進を図るとともに、既存の統合サーバ、リモート保守環境の運

用について的確な進行管理を行います。さらに、大規模システムを対象とした統合サーバを構築す

ることの可能性について検討する必要があります。

【第二次行動計画の関連する取組】 

  行政運営６：情報システムの安定運用 
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